
○三重県屋外広告物条例施行規則 
昭和四十一年十二月二十七日三重県規則第五十九号 

最終改正 平成二十三年三月十五日三重県規則第八号 

（許可の申請等） 

第一条 次の各号に掲げる許可を受けようとする者又は届出をしようとする者は、それぞれ当該各号に

定める様式により、許可申請書又は届出書を提出しなければならない。 
一 三重県屋外広告物条例（昭和四十一年三重県条例第四十五号。以下「条例」という。）第五条第

一項、第六条第四項又は第五項の規定による許可 第一号様式 

二 条例第六条第六項の規定による届出 第二号様式 

三 条例第六条第七項の規定による届出 第三号様式 

四 条例第十条第三項の規定による継続許可 第四号様式 
五 条例第十二条第一項の規定による変更許可 第五号様式 

六 条例第二十二条第一号から第三号までの規定による届出 第六号様式 

七 条例第二十二条第四号の規定による届出 第七号様式 

 

２ 前項第一号に定める様式による許可申請書には、次の書類を添付しなければならない。 
一 付近見取図 

二 全ての広告物の配置を示した平面図（自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若し

くは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する広告

物又は掲出物件（以下「自家用広告物」という。）に限る。） 

三 形状寸法及び構造を示した仕様書並びに図面 
四 色彩及び意匠を示した図面 

五 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場所が他人の所有又は管理に属するときは、当該所有

者又は管理者の承諾を得たことが分かる書類 

六 他の法令による許可等を要するものについては、その許可書等の写し 

３ 前項の規定にかかわらず、第一項第一号の許可申請書のうち、はり紙に係るものについては前項第
一号、第二号及び第三号に掲げる書類の添付を、はり札等、広告旗及び立看板等に係るものについて

は前項第一号及び第二号に掲げる書類の添付を省略することができる。 

４ 第一項第二号の届出書には、次の書類を添付しなければならない。 

一 形状寸法及び構造を示した仕様書並びに図面 

二 色彩及び意匠を示した図面 
５ 前項の規定にかかわらず、第一項第二号の届出書のうち、はり紙に係るものについては前項第一号

に掲げる書類の添付を省略することができる。 

６ 第一項第三号の届出書には、次の書類を添付しなければならない。 

一 付近見取図 

二 形状寸法及び構造を示した仕様書並びに図面 
三 色彩及び意匠を示した図面 

７ 前項の規定にかかわらず、第一項第三号の届出書のうち、はり紙に係るものについては前項第二号

に掲げる書類の添付を省略することができる。 

８ 第一項第五号の許可申請書には、次の書類を添付しなければならない。 

一 付近見取図（広告物又は掲出物件を移転する場合は、新・旧を明示したもの） 
二 全ての広告物の配置を示した平面図（自家用広告物に限る。） 

三 形状寸法及び構造を示した仕様書並びに図面 

四 色彩及び意匠を示した図面 

五 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場所が他人の所有又は管理に属するときは、当該所有

者又は管理者の承諾を得たことが分かる書類（広告物又は掲出物件を移転する場合に限る。） 
六 他の法令による許可等を要するものについては、その許可書等の写し（広告物又は掲出物件を移

転する場合に限る。） 

９ 前項の規定にかかわらず、第一項第五号の許可申請書のうち、広告物又は掲出物件の移転のみに係

るものについては前項第三号及び第四号に掲げる書類の添付を省略することができる。 
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（適用除外の基準） 

第二条 条例第六条第一項第三号の規定による基準は、次のとおりとする。 
一 広告物を表示する面積（以下「表示面積」という。）がその表示方向から見た場合における当該

施設又は物件の外かく線内を一平面とみなしたものの大きさの五分の一以下で、かつ、〇・五平方

メートル以下であること。 

二 表示は、一物件につき二個以下であること。 
２ 条例第六条第三項第一号の規定による基準は、次のとおりとする。 

一 表示面積（下し戸、シヤツター等に表示する広告物で昼間は表示されないものの面積を除く。）

の合計が十平方メートル以下であること。 

二 ネオンサインは、条例第三条第一項第一号に規定する地区にあつては、赤色を用いたもの、点滅

式のもの及び管の露出したものでないこと。 
３ 条例第六条第三項第二号の規定による基準は、表示面積の合計が三平方メートル以下であることと

する。 

４ 条例第六条第三項第三号の広告物及び掲出物件は、工事の期間中に限り表示されるもので、一般の

宣伝の用に供されないものであり、蛍光塗料及び反射塗料を使用しないものであること。 

５ 条例第六条第五項の許可に係る広告物（道標及び案内図板を除く。）で条例第三条第一項各号に掲

げる地域又は場所に表示するものの表示面積は、一面につき一・五平方メートル以下であることとす
る。 
６ 条例第六条第八項の規定による基準は、次のとおりとする。 
 一 表示又は設置の期間が六十日以内であること。 
 二 表示又は設置の期間の始期及び終期、表示者名又は管理者名並びに連絡先を明示していること
（表示する文字等は一辺が一センチメートル程度とする。）。 

 三 表示し、又は設置する場所又は施設の管理者（管理者がない場合にはその所有者）の承諾を得て
いること。 

 四 別表第三第十二号の項から第十五号の項までに定める個別基準に適合していること。 

７ 前各項に定めるもののほか、これらの広告物の表示については、別表の第一 屋外広告物の共通基

準に適合したものでなければならない。 

 
（公共掲示板への表示） 

第三条 条例第六条第三項第八号の規則で定める事項については、公共掲示板の管理者の定めるところ

による。 

 

（届出の押印等） 
第四条 条例第六条第六項に係る広告物には、届出の証として第八号様式による押印又は打抜き証（上

段左に三重県の略省記号、上段右に建設事務所整理番号及び下段に掲示期限の略省記号を表示したも

のをいう。第十一条において同じ。）の打抜きを受けなければならない。 

 

（屋外広告物沿道景観地区基本方針案等の公告） 

第五条 条例第八条の二第五項（同条第七項において準用する場合を含む。）の規則で定める事項は、
次のとおりとする。 

一 屋外広告物沿道景観地区の名称及び区域の案 

二 屋外広告物沿道景観地区基本方針案の概要 

三 屋外広告物沿道景観地区掲出基準案の概要 
四 屋外広告物沿道景観地区基本方針案及び屋外広告物沿道景観地区掲出基準案の縦覧場所 

 

（残存耐用年数の算出） 

第五条の二 条例第八条の三第一項ただし書に規定する広告物又は掲出物件の残存耐用年数は、減価償

却資産の耐用年数等に関する省令（昭和四十年大蔵省令第十五号）の規定による耐用年数から、当該
広告物の表示又は当該掲出物件の設置に関する工事を完了した日の翌日から条例第八条の二第五項

又は第七項の規定による公告の日までの年数を控除することにより算出するものとする。 
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（認定の申請） 

第六条 条例第九条第一項の規定による認定を受けようとする者は、広告物協定認定申請書（第九号様
式）に次の書類を添えて知事に提出しなければならない。 

一 広告物協定書 

二 広告物協定を締結した理由書 

三 広告物協定地区付近見取図 
四 広告物協定地区を表示する図面 

五 認定を受けようとする者が広告物協定を締結した者の代表者（以下「代表者」という。）である

ことを証する書類 

六 その他知事が必要と認めた書類 

 
（変更認定の申請） 

第六条の二 条例第九条第三項の規定による広告物協定の変更の認定を受けようとする者は、広告物協

定認定変更申請書（第九号様式の二）に次の書類を添えて知事に提出して行うものとする。 

一 変更後の広告物協定書 

二 広告物協定を変更した理由書 

三 広告物協定地区を表示する図面（広告物協定地区を変更した場合に限る。） 
四 広告物協定の変更が当該協定を締結した者の全員の合意によることを証する書類 

五 申請をしようとする者が代表者であることを証する書類 

六 その他知事が必要と認めた書類 

 
（認定） 

第六条の三 知事は、条例第九条第一項又は第三項の規定により認定の申請があつたときは、速やかに

内容を審査し、当該広告物協定が適当であると認めるときは、その旨の認定をするものとする。 

２ 知事は、前項の認定をしたときは、第九号様式の三又は第九号様式の四の通知書により、広告物協

定の認定をしなかつたときはその旨を記載した文書により、代表者に通知するものとする。 
 

（廃止届） 

第六条の四 条例第九条第七項の規定による広告物協定の廃止の届出は、広告物協定廃止届出書（第九

号様式の五）に次の書類を添えて知事に提出して行うものとする。 

一 広告物協定を廃止した理由書 

二 広告物協定の廃止が当該協定を締結した者の過半数の合意によることを証する書類 
三 届出をしようとする者が代表者であることを証する書類 

四 その他知事が必要と認めた書類 

 

（取消通知） 
第六条の五 知事は、条例第九条第八項の規定により広告物協定の取消しをしたときは、広告物協定認

定取消通知書（第九号様式の六）によりその旨を代表者に通知するものとする。 

 

（堅ろうな広告物等の基準） 

第七条 条例第十条第二項ただし書の規定による基準は、鉄骨造り、石造りその他耐久性能を有する構
造により築造された広告板、広告塔その他これらに類するもので、かつ、建築基準法（昭和二十五年

法律第二百一号）第八十八条第一項において準用する同法第六条第一項の規定に基づき建築主事の確

認を受けたもの、同法第八十八条第一項において準用する同法第六条の二第一項の規定に基づき同法

第七十七条の二十一第一項の指定確認検査機関の確認を受けたもの又は同法の基準に準じて建築士

が安全性を認めたものとする。 

 
（変更等の許可の特例） 

第八条 条例第八条の三第二項ただし書及び第十二条第一項ただし書の規則で定める軽微な変更又は
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改造は、次のとおりとする。 

一 広告物又は掲出物件を、その許可の当時の形状、色彩その他表示の方法又は許可に際し付された

条件に変更を加えない程度で補修し、補強し、又は塗りかえる場合 
二 劇場若しくは映画館又は一般乗合自動車運送事業による路線バスに表示する広告物で、その掲出

物件の位置又は形状を変更することなく広告物を短期間に、定期的に、変更する場合 

 

（点検報告） 
第九条 条例第十一条の規定による報告は、屋外広告物継続許可申請書の提出の際、屋外広告物（掲出

物件）自己点検結果報告書（第九号様式の七）により行わなければならない。ただし、当該広告物の

表示面積が一平方メートル未満の場合は、この限りでない。 

 

（許可の基準） 
第十条 条例第十三条第一項の規定による許可の基準は、別表のとおりとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、一の地域又は場所が新たに条例第五条第一項第一号に規定する区域とな

つた際、当該地域又は場所において現に適法に表示されている広告物又は設置されている掲出物件

（第七条に規定する基準に該当するものに限る。）については、別表の第三に定める許可基準のうち

面積及び高さに係るものは適用しない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に規定する

耐用年数を経過したものについては、この限りでない。 
 

（許可の証票等） 

第十一条 条例第十四条の規定による許可の証票は、第十号様式とし、同条の規定による許可の押印は、

第十号様式の二による押印、同様式の印影の刷り込み又は打抜き証による打抜きとする。 
 

（保管広告物等の掲示場所） 

第十一条の二 条例第十九条の二第三項の規則で定める場所は、保管した広告物又は掲出物件の放置さ

れていた場所を所管する建設事務所の掲示場とする。 

 
（保管広告物等の売却の手続） 

第十一条の三 条例第十九条の二第四項の規定による保管した広告物又は掲出物件の売却は、競争入札

又はせり売りにより行わなければならない。ただし、地方自治法施行令（昭和二十二年政令第十六号）

第百六十七条の二第一項各号に掲げる場合にあつては、随意契約により売却することができる。 

 

（保管広告物等の返還の手続） 
第十一条の四 知事は、保管した広告物又は掲出物件（条例第十九条の二第四項の規定により売却した

代金を含む。）を当該広告物又は掲出物件の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名

及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者が当該広告物又は掲出物件の

返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、受領書（第十号様式の三）と引換えに返還
するものとする。 

 

（身分証明書） 

第十二条 条例第二十条第二項の規定による身分証明書は、第十一号様式のとおりとする。 

 
（登録の申請） 

第十三条 条例第二十四条第一項の規定による申請は、屋外広告業登録申請書（第十二号様式）により

行うものとする。 

２ 条例第二十四条第二項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。 

一 屋外広告業の登録を受けようとする者（以下「登録申請者」という。）が法人である場合にあつ

てはその役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。）、
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあつてはその法定代理人が

条例第二十四条の三第一項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面 
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二 登録申請者が選任した条例第二十六条第一項の業務主任者が同項各号のいずれかに該当する者

であることを証する書面 

三 登録申請者（法人である場合にあつてはその役員を、営業に関し成年者と同一の行為能力を有し
ない未成年者である場合にあつてはその法定代理人を含む。）の略歴を記載した書面 

四 登録申請者が法人である場合にあつては、登記事項証明書 

３ 知事は、次に掲げる者に係る本人確認情報（住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八十一号）第三

十条の五第一項に規定する本人確認情報をいう。第十四条第三項において同じ。）について、同法第
三十条の七第五項の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第三十条の八第一項

の規定による利用ができないときは、登録申請者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出

させることができる。 

一 登録申請者が個人である場合にあつては、当該登録申請者（当該登録申請者が営業に関し成年者

と同一の行為能力を有しない未成年者である場合にあつては、当該登録申請者及びその法定代理
人） 

二 登録申請者が法人である場合にあつては、その役員（当該役員が営業に関し成年者と同一の行為

能力を有しない未成年者である場合にあつては、当該役員及びその法定代理人） 

三 登録申請者が選任した業務主任者 

４ 条例第二十四条第二項及び第二項第一号の誓約する書面は、第十二号様式の二のとおりとする。 

５ 第二項第三号の略歴を記載した書面は、第十二号様式の三のとおりとする。 
 

（登録の通知） 

第十三条の二 条例第二十四条の二第二項の規定による通知は、屋外広告業登録通知書（第十三号様式）

により行うものとする。 
 

（変更の届出） 

第十四条 条例第二十四条の四第一項の規定による変更の届出は、屋外広告業登録事項変更届出書（第

十四号様式）により行うものとする。 

２ 屋外広告業登録事項変更届出書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書面を添付
しなければならない。 

一 条例第二十四条第一項第一号に掲げる事項の変更（変更の届出をした者が法人である場合に限

る。） 登記事項証明書 

二 条例第二十四条第一項第二号に掲げる事項の変更（商業登記の変更を必要とする場合に限る。） 

登記事項証明書 

三 条例第二十四条第一項第三号に掲げる事項の変更 登記事項証明書並びに第十三条第二項第一
号及び第三号の書面 

四 条例第二十四条第一項第四号に掲げる事項の変更 第十三条第二項第一号及び第三号の書面 

五 条例第二十四条第一項第五号に掲げる事項の変更 第十三条第二項第二号の書面 

３ 知事は、第十三条第三項各号に掲げる者に係る本人確認情報について、住民基本台帳法第三十条の
七第五項の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第三十条の八第一項の規定に

よるその利用ができないときは、変更の届出をした者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を

提出させることができる。 

 

（廃業等の届出） 
第十五条 条例第二十四条の六第一項の規定による廃業等の届出は、屋外広告業廃業等届出書（第十四

号様式の二）により行うものとする。 

 

（講習会） 

第十六条 条例第二十五条第一項の規定による講習会（以下「講習会」という。）は、次の各号に掲げ

る講習科目について、行うものとする。 
一 屋外広告物に関する法令 

二 屋外広告物の表示の方法に関する事項 
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三 屋外広告物の施工に関する事項 

 

（講習会の委託） 
第十七条 条例第二十五条第三項の規定により講習会の運営に関する事務で他の者に委託することが

できるものは、講習会の期日等の公告、講習科目及び講習会修了の判定を除く全部又は一部の事務と

する。 

 
（講習会の期日等の公告） 

第十八条 知事は、講習会を行う期日、場所その他講習会の実施に関し必要な事項をあらかじめ公告す

るものとする。 

 

（受講手続） 
第十九条 講習会を受けようとする者は、屋外広告物講習会受講申込書（第十五号様式）を知事に提出

しなければならない。 

２ 知事は、前項の屋外広告物講習会受講申込書を受理したときは、屋外広告物講習会受講票（第十六

号様式）を交付するものとする。 

 

（講習会修了証書の交付） 
第二十条 知事は、講習会を修了したと認めた者に対し、修了証書（第十七号様式）を交付するものと

する。 

 

（講習の一部免除） 
第二十一条 知事は、次の各号の一に該当する者について、その申請により第十六条第三号に規定する

講習科目について受講を免除することができる。 

一 建築士法（昭和二十五年法律第二百二号）第二条第一項に規定する建築士の資格を有する者 

二 電気工事士法（昭和三十五年法律第百三十九号）第三条に規定する電気工事士の資格を有する者 

三 電気事業法（昭和三十九年法律第百七十号）第四十四条第一項に規定する第一種電気主任技術者
免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者 

四 職業能力開発促進法（昭和四十四年法律第六十四号）に基づく職業訓練指導員免許所持者、技能

検定合格者又は職業訓練修了者であつて帆布製品製造取付けに係るもの 

２ 前項の講習会の講習科目の一部免除を受けようとする者は、屋外広告物講習会受講申込書に次の各

号に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。 

一 前項第一号に掲げる者にあつては、免許証の写し又は建築士登録証明書 
二 前項第二号に掲げる者にあつては、電気工事士免状の写し 

三 前項第三号に掲げる者にあつては、電気主任技術者免状の写し 

四 前項第四号に掲げる者にあつては、免許書、合格書又は修了証書の写し 

 
（不正受講者に対する措置） 

第二十二条 知事は、虚偽又は不正の方法により受講しようとし、又は受講した者に対し、その受講を

禁じ、又は講習会の修了の認定をせず、若しくは当該認定を取り消すことができるものとする。 

 

（資格認定の申請等） 
第二十三条 条例第二十六条第一項第四号に規定する資格の認定を受けようとする者は、資格認定申請

書（第十八号様式）に屋外広告物の表示又は掲出物件の設置の責任者として五年以上の経験を有する

ことを証する書類を添えて知事に提出しなければならない。 

２ 知事は、条例第二十六条第一項第四号の規定による資格の認定をしたときは、資格認定書（第十九

号様式）を交付するものとする。 

 
（標識の掲示） 

第二十四条 条例第二十六条の二の規定により屋外広告業者が掲げなければならない標識は、第二十号
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様式のとおりとする。 

 

（帳簿の記載事項等） 
第二十五条 条例第二十六条の三の規定により屋外広告業者が備える帳簿の記載事項は、次に掲げる事

項とする。 

一 注文者の氏名又は名称及び住所 

二 広告物の表示又は掲出物件の設置の場所 
三 表示した広告物又は設置した掲出物件の名称又は種類及び数量 

四 広告物の表示又は掲出物件の設置の年月日 

五 請負金額 

２ 条例第二十六条の三の規定により屋外広告業者が備える帳簿は、第二十一号様式のとおりとする。 

３ 前項の帳簿は、広告物の表示又は掲出物件の設置の契約ごとに作成しなければならない。 
４ 屋外広告業者は、第二項の帳簿を各事業年度の末日をもつて閉鎖するものとし、閉鎖後五年間営業

所ごとに当該帳簿を保存しなければならない。 

 

（屋外広告業者監督処分簿） 

第二十六条 条例第二十七条の三第二項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

一 処分を受けた屋外広告業者の氏名及び住所（法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び事務
所の所在地）並びに登録番号 

二 処分の根拠となる条例の条項 

三 処分の原因となつた事実 

四 その他参考となる事項 
２ 屋外広告業者監督処分簿は、条例第二十七条の二第一項に規定する処分一件ごとに作成し、その保

存期間は、当該処分の日から五年間とする。 

 

（身分証明書） 

第二十七条 条例第二十七条の四第二項の規定による身分を示す証明書は、第二十二号様式のとおりと
する。 

 

（広告主の公表） 

第二十八条 条例第二十七条の六第三項の規定により公表する事項は、同項に規定するもののほか、違

反の内容、広告物等の表示の内容その他の広告物の特定に必要な事項とする。 

２ 条例第二十七条の六第三項の規定による公表は、三重県公報への登載その他県民への周知に適した
方法により行うものとする。 

 

（書類の提出先及び提出部数） 

第二十九条 条例及びこの規則により知事に提出する書類は、第一条に係るものについては当該広告物
を表示し、又は掲出物件を設置する場所を所管する建設事務所に、それ以外のものについては景観ま

ちづくりを担当する室に提出するものとする。 

２ 前項の書類の提出部数は、正副二通とする。 

 

附 則 
（施行期日） 

１ この規則は、昭和四十二年一月一日から施行する。 

（三重県屋外広告物条例の規定による地域を指定する告示の廃止） 

２ 三重県屋外広告物条例の規定による地域を指定する告示（昭和三十六年三重県告示第三百五十四

号）は、廃止する。 

（経過規定） 
３ この規則施行の際現に改正前の三重県屋外広告物条例施行規則の規定に基づいてなされた許可申

請書又は届出書の提出その他の手続は、この規則の相当規定によつてなされた許可申請書又は届出書
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の提出その他の手続とみなす。 

附 則（昭和四十四年七月八日三重県規則第四十二号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
附 則（昭和四十五年七月三十一日三重県規則第三十八号） 

この規則は、昭和四十五年八月一日から施行する。 

附 則（昭和四十八年三月十三日三重県規則第六号） 

この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。 
附 則（昭和四十九年四月二十六日三重県規則第二十六号） 

（施行期日） 

１ この規則は、昭和四十九年五月一日から施行する。ただし、本則に九条を加える改正規定のうち第

十三条、第十五条及び第十五条に係る部分は、昭和四十九年八月一日から施行する。 

（経過措置） 
２ この規則の施行の際現に改正前の三重県屋外広告物条例施行規則の規定に基づいてなされた許可

申請書又は届出書の提出その他の手続は、改正後の三重県屋外広告物条例施行規則の相当規定によつ

てなされた許可申請書又は届出書の提出その他の手続とみなす。 

（三重県屋外広告物審議会規則の一部改正） 

３ 三重県屋外広告物審議会規則（昭和三十六年三重県規則第三十号）の一部を次のように改正する。 

第一条中「第十九条第四項」を「第二十一条第四項」に改める。 
附 則（昭和五十一年三月二十六日三重県規則第十二号） 

この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。 

附 則（昭和五十三年四月二十八日三重県規則第二十六号） 

この規則は、昭和五十三年五月一日から施行する。 
附 則（昭和五十五年三月三十一日三重県規則第二十三号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和五十六年一月六日三重県規則第三号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和五十六年三月三十一日三重県規則第三十号） 
この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和五十七年六月二十一日三重県規則第二十四号） 

この規則は、昭和五十七年七月一日から施行する。 

附 則（昭和五十八年三月十五日三重県規則第六号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和五十八年十二月二十三日三重県規則第四十五号） 
この規則は、昭和五十九年一月一日から施行する。 

附 則（平成二年六月二十九日三重県規則第三十一号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成二年七月一日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成二年八月一日から
施行する。 

（経過措置） 

２ 別表の改正規定の施行の際現に適法に表示され、又は設置されている屋外広告物及び屋外広告物を

掲出する物件（以下「広告物等」という。）の許可の基準については、改正後の別表の規定にかかわ

らず、当該広告物等の残存耐用年数（減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和四十年大蔵省令
第十五号）の規定による残存耐用年数をいう。以下この項において同じ。）の期間満了の日までの間

（残存耐用年数が三年未満のものについては、前項ただし書に規定する改正規定の施行の日から三年

の間）は、なお従前の例による。ただし、三重県屋外広告物条例（昭和四十一年三重県条例第四十五

号）第九条の規定により知事の許可を受けなければならない変更又は改造に係る広告物等については、

この限りでない。 

附 則（平成九年三月二十八日三重県規則第百六号） 
この規則は、平成九年七月一日から施行する。 

附 則（平成十年三月十日三重県規則第五号） 
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この規則は、平成十年四月一日から施行する。 

附 則（平成十年四月一日三重県規則第三十五号抄） 

（施行期日） 
１ この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成十一年十二月三日三重県規則第百十五号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成十一年十二月二十八日三重県規則第百十九号） 
（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に適法に表示され、又は設置されている屋外広告物及び屋外広告物を掲出す

る物件（以下「広告物等」という。）の許可の基準については、改正後の第二条第五項及び別表第五
の規定にかかわらず、当該広告物等の残存許可期間の期間満了の日までの間（残存許可期間が一年未

満のものについては、施行日から一年間）は、なお従前の例による。 

附 則（平成十五年二月二十八日三重県規則第七号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成十五年四月一日から施行する。 

（経過措置） 
２ この規則の施行の際現に適法に表示され、又は設置されている屋外広告物及び屋外広告物を掲出す

る物件（以下「広告物等」という。）の許可の基準については、改正規定の施行の日から三年間は、

なお従前の例による。ただし、三重県屋外広告物条例（昭和四十一年三重県条例第四十五号）第十二

条の規定により知事の許可を受けなければならない変更又は改造にかかる広告物等については、この
限りでない。 

附 則（平成十六年八月十日三重県規則第五十七号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成十六年十二月二十日三重県規則第八十号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
附 則（平成十八年三月二十二日三重県規則第十九号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成十八年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に改正前の三重県屋外広告物条例施行規則（次項において「旧規則」という。）

の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、改正後の三重県屋外広告物条例施行規則の
規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。 

３ この規則の施行前に旧規則に規定する様式により作成されている用紙は、当分の間、必要な調整を

して使用することができる。 
附 則（平成二十一年七月六日三重県規則第五十八号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 
附 則（平成二十三年三月十五日三重県規則第八号） 

 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。 
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別表（第２条、第10条関係） 

 

第１ 屋外広告物に係る許可の共通基準 

  許可の共通基準  

 １ 道路を占用して設ける広告物は、道路法（昭和27年法律第180号）の規定による道路の占用許
可及び道路交通法（昭和35年法律第105号）の規定による道路の使用許可を受けていること。 

 

 また、交通標識及び交通信号の類と混同し若しくはこれらを隠ぺいし、又は眩惑させること

等により道路交通に影響を与えるものでないこと。 

２ 容易に腐朽又は破損しない材料を使用し、また、必要な構造計算に関する基準については、

建築基準法及びその関係法令に違反しておらず、かつ、風雨、地震等の衝動によつて容易に破
損、倒壊、落下、飛散等のおそれがないこと。 

 

 ３ 屋外広告物（自家用広告物を除く。）については、管理者名、住所、電話番号等連絡に必要

な事項を見やすい箇所に表示すること。 

 

備考 「自家用広告物」とは、自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の

内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示する広告物又は掲出

物件をいう。 
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第２ 禁止地域等における自家用広告物の許可基準 

  種類 個別基準  

 １ 壁面広告 １ 同一壁面面積（窓その他の開口部を含む。）の４分の１以下で

あること。 

 

   ２ 壁面の上端及び両側端から突き出ないものであること。  
   ３ 窓その他開口部を覆わないものであること。  

 １ １面の表示面積は、10平方メートル以下であること。  

 

２ 突出広告（外壁等から突

出しているもの） ２ 広告物の上端は、取付壁面の高さを超えないこと。  

 ３ 屋上広告 １ 広告物の高さは、地上からこれを設置する個所までの高さの３

分の１以下であつて、かつ、７メートル以下であること。 

 

   ２ 地上から広告物の頂点までの高さは、51メートル以下であるこ
と。 

 

   ３ 木造建築物に掲げるものでないこと。  

 ４ 広告板 １ 表示面積は、１面につき15平方メートル以下であること。  
   ２ 高さは、５メートル以下であること。  

 ５ 広告塔 １ 表示面積は、合計40平方メートル以下であること。  

   ２ 高さは、５メートル以下であること。  

 １ 表示面積は、１面につき５平方メートル以下であること。  

 

６ サイン・ポール（支柱が

１本で釣り下げるもの） ２ 高さは、５メートル以下であること。  

 ７ 気球広告 １ 掲揚中に電線、煙突、建築物等に接触しないものであること。  
   ２ 掲揚高度は、地上から20メートル以上で、かつ、係留点から45

メートル以下であること。 

 

   ３ 広告面にネットを用いてあること。  

   ４ 気球に補助綱があること。  

 ８ 広告用垂幕 広告幕は、幅1.2メートル以下、長さ15メートル以下であること。な

お、建築物の壁面に掲出するものについては、既存の壁面に掲出し

ているものを含め、壁面面積の４分の１を超えないものであること

とし、１張りあたりの大きさは制限しない。 

 

 １ 電柱等の面に巻き付け、又は直接描写する広告物は、下端1.5メ

ートル以上、上端3.5メートル以下であること。 

 

 

９ 電柱街灯柱その他電柱

の類に表示する広告物 

２ 電柱等に添架する突出広告は、垂直に取り付け、大きさは、縦
1.2メートル以下、横0.45メートル以下で、電柱等からの突出幅は

0.6メートル以下であること。 

 

   ３ １本の電柱等に表示する広告物の個数は、巻き付け、又は直接

描写する広告物は１巻、突出広告は１個であること。 

 

   ４ 突出広告は、原則として道路と反対側に設置するものとする。  

 10 はり紙 大きさは、１平方メートル以下であること。  

 11 はり札等 大きさは、１平方メートル以下であること。  

 12 立看板等 大きさは、２平方メートル以下であること。  

 13 広告旗 大きさは、２平方メートル以下であること。  

 14 その他のもの 知事が適当と認めたもの。  
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第３ 許可地域等における屋外広告物の許可基準 

  種類 個別基準  

 １ 壁面広告 １ 同一壁面面積（窓その他の開口部を含む。）の２分の１以下で

あること。 

 

   ２ 壁面の上端及び両側端から突き出ないものであること。  
   ３ 窓その他開口部を覆わないものであること。  

 １ １面の表示面積は、20平方メートル以下であること。  

 

２ 突出広告（外壁等から突

出しているもの） ２ 広告物の上端は、取付壁面の高さを超えないこと。  

 ３ 屋上広告 １ 広告物の高さは、地上からこれを設置する個所までの高さの３

分の２以下、若しくは20メートル以下であること。 

 

   ２ 地上から広告物の頂点までの高さは、51メートル以下であるこ
と。 

 

   ３ 木造建築物に掲げるものでないこと。  

 ４ 広告板 １ 表示面積は、１面につき35平方メートル以下であること。  
   ２ 高さは、10メートル以下であること。  

   ３ 自家用広告物を除く広告物相互の間隔は、次に掲げる区分に応

じ、それぞれに定める距離を保つこと。 

 

   (１) 高速自動車国道及び自動車専用道路の全区間並びに知事の

指定する道路の区間の両側500メートルを超え1,000メートル以

下の区域で当該区間内の道路から見える地域に設ける広告物 
300メートル以上 

  (２) 条例第３条第１項第５号の知事が指定する道路又は鉄道の

区間（上記(１)に規定する知事の指定する道路の区間を除く。）

の両側100メートルを超え500メートル以下の区域で当該区間内

の道路又は鉄道等から見える地域に設ける広告物 
100メートル以上 

５ 広告塔 １ 表示面積は、合計70平方メートル以下であること。  

   ２ 高さは、15メートル以下であること。  

   ３ 自家用広告物を除く広告物相互の間隔は、次に掲げる区分に応
じ、それぞれに定める距離を保つこと。 

 

   (１) 高速自動車国道及び自動車専用道路の全区間並びに知事の

指定する道路の区間の両側500メートルを超え1,000メートル以

下の区域で当該区間内の道路から見える地域に設ける広告物 
300メートル以上 

  (２) 条例第３条第１項第５号の知事が指定する道路又は鉄道の

区間（上記(１)に規定する知事の指定する道路の区間を除く。）

の両側100メートルを超え500メートル以下の区域で当該区間内

の道路又は鉄道等から見える地域に設ける広告物 
100メートル以上 

１ 表示面積は、１面につき５平方メ－トル以下であること。  

 

６ サイン・ポール（支柱が

１本で釣り下げるもの） ２ 高さは、７メートル以下であること。  

 ７ 気球広告 １ 掲揚中に電線、煙突、建築物等に接触しないものであること。  

   ２ 掲揚高度は、地上から20メートル以上で、かつ、係留点から45

メートル以下であること。 

 

   ３ 広告面にネットを用いてあること。  
   ４ 気球に補助綱があること。  

 ８ 広告用垂幕 広告幕は、幅1.2メートル以下、長さ15メートル以下であること。な

お、建築物の壁面に掲出するものについては、既存の壁面に掲出し

ているものを含め、壁面面積の２分の１を超えないものであること
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とし、１張りあたりの大きさは制限しない。 

 １ 電柱等の面に巻き付け、又は直接描写する広告物は、下端1.5メ

ートル以上、上端3.5メートル以下であること。 

 

 

９ 電柱街灯柱その他電柱

の類に表示する広告物 

２ 電柱等に添架する突出広告は、垂直に取り付け、大きさは、縦
1.2メートル以下、横0.45メートル以下で、電柱等からの突出幅は

0.6メートル以下であること。 

 

   ３ １本の電柱等に表示する広告物の個数は、巻き付け、又は直接

描写する広告物は１巻、突出広告は１個であること。 

 

   ４ 突出広告は、原則として道路と反対側に設置するものとする。  

 10 バス停標識 １ 設置場所は、歩車道の区分のある道路歩道上又は歩車道の区分

のない道路における待避所等であつて交通に支障のない場所であ

ること。 

 

   ２ 規格は、高さ３メートル、幅0.45メートルをそれぞれ超えない
こと。 

 

   ３ 広告面は進行車両に対向せず、かつ、車道に面していない２面

に限定するものとし、表示面積（１面）は0.2平方メートル以下で

あること。 

 

   ４ 広告面の広さは、照明表示ボックスの各表示面（１面）の広さ

の３分の１程度でその位置は、照明表示ボックスの最下段とする。

 

   ５ 条例第３条に規定する禁止地域においては、バス停標識に広告

物を添架してはならない。 

 

 11 バス車体広告 路線バスに表示する広告物は、自動車の側面に表示するものについ

ては６個以下、後部のクーリングユニットカバー部分に表示するも

のについては２個以下、後部のその他部分に表示するものについて

は２個以下であること。 

 

 12 はり紙 大きさは、１平方メートル以下であること。  

 13 はり札等 大きさは、１平方メートル以下であること。  

 14 立看板等 大きさは、２平方メートル以下であること。  

 15 広告旗 大きさは、２平方メートル以下であること。  

 16 その他のもの 知事が適当と認めたもの。  

 



 １３ 

第４ 禁止地域等における管理広告並びに道標及び案内図板の許可基準 

  種類 個別基準  

 １ 管理広告 １ 表示面積は、７平方メートル以下であること。  

   ２ 表示内容は、必要な文言に限ること。  

   ３ その他の事項は広告物の種類ごとに別表第２の基準に適合して
いること。 

 

 １ 表示面積は、１面につき1.5平方メートル以下であること。  

 

２ 道標及び案内図板（避難

所等へ誘導するもの） ２ 表示内容は、避難所等の名称、距離、矢印その他の避難所等へ

の避難又は誘導に関するものに限ること。ただし、全表示面積の

５分の１以内の範囲内において、設置又は管理に係る費用を負担

した者の名称、事業内容、所在地及び電話番号を表示する場合は

この限りでない。 

 

   ３ 市町長が、設置場所及び表示内容に同意していること。  
   ４ その他の事項は広告物の種類ごとに別表第２の基準に適合して

いること。 

 

 １ 表示面積は、１面につき1.5平方メートル以下であること。  

 ２ 原則として、１事業所２本以下であること。  
 ３ 表示内容は、施設名、距離を表す表現及び矢印等の行き先を示

す表現に限ること。 

 

 ４ 色彩については、地は緑色、文字等は白色に限ること。ただし、

道路管理者の許可を受けて、道路上に道路標識の様式に準じ設置
されたものはこの限りでない。 

 

 

３ 道標及び案内図板（２以
外のもの） 

  

  

  

  

５ その他の事項は広告物の種類ごとに別表第２の基準に適合して

いること。 

 

備考 １ 「管理広告」とは、自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示する広告物
又は掲出物件をいう。 

２ 「避難所等」とは、市町地域防災計画において定められた避難所及び避難場所をいう。 

 



 １４ 

 

屋 外 広 告 物 許 可 申 請 書 
年   月   日 

三重県知事   宛て 
住  所 

申請者 氏  名         印 
（法人にあつてはその名称及び代表者氏名） 

 
 □第 5条第 1項 

次のとおり三重県屋外広告物条例   □第 6条第 4項  の規定により申請します。 
□第 6条第 5項 

表示（設置）場所  
条 例上の 
 

地 域区分 

□ 禁止地域等 
□ 許可地域等 
□ 広告物景観地区 
□ 広告物協定地区 

種 別 □ 自家用広告物  □ 管理広告物  □ 道標・案内図板  □ その他 

 種 類 
縦 
（ｍ） 

横 
（ｍ） 

高さ 
（ｍ） 

面数 
（面） 

数量 
（ ） 

面積 
（㎡） 

照明 主な表示内容 

1        □有 

2        □有 

3        □有 

4        □有 

広
告
物
の
種
類
・
大
き
さ
等 

5        □有 

 

表示（設置）期間   年   月   日 から      年   月   日 まで 

表示（設置）場所 
の 所 有 者 

住 所 
氏 名 電話    （   ） 

広告物の管理者 
住 所 
氏 名 電話    （   ） 

工事完成予定日 年   月   日 
屋外広告業の
登 録 番 号 

三重県屋外広告業登録第    号 

建築基準法による 
工 作 物 の 確 認 

□確認済 □申請中 □不要 
道路法による 
道路占用許可 

□取得済 □申請中 □不要 

※ 許可番号      許可の条件（            ） 

許可の期限   年   月   日まで  許可手数料   円 

上記のとおり許可します。    （手数料算定面積：  ㎡） 

  年   月   日  三 重 県 知 事    印 

備考 1 □には、該当するものに∨印を記入してください。 
2 該当のない欄及び※欄には、記入しないでください。 
3 次の書類を添付してください。 
①付近見取図、②全ての広告物の配置を示した平面図（自家用広告物のみ）、③形状寸法及び
構造を示した仕様書及び図面、④色彩及び意匠を示した図面、⑤広告物を表示し、又は掲出物
件を設置する場所が他人の所有又は管理に属するときは、当該所有者又は管理者の承諾を得た
ことを証する書面、⑥他の法令による許可等を要するものについては、その許可書等の写し 
ただし、はり紙は①・②・③の、はり札等、広告旗及び立看板等については①・②の添付を
省略することができます。 

（規格Ａ4） 

第 1号様式（第 1条関係） 



 １５ 

 
 

は り 紙 等 届 出 書 
年   月   日 

 
三重県知事   宛て 
 

住  所 
届出者 氏  名         印 
（法人にあつてはその名称及び代表者氏名） 
電話番号     （     ） 

                        
次のとおり三重県屋外広告物条例第 6条第 6項の規定により届け出ます。 

広告物の種類  表 示 の 内 容  

表 示 期 間   年   月   日 から      年   月   日 まで 

表 示 場 所  

表 示 
 

件数（枚数） 
 

除却誓約書 

この広告物は、   年   月   日までに私が責任をもつて除却することを誓約します。 

      住  所 
                届出者 
      氏  名     印 

添付書類 

1 形状寸法及び構造を示した仕様書及び図面（はり紙の場合は、添付を省略することができます。） 

2 色彩及び意匠を示した図面 

 

（規格Ａ4） 

第 2号様式（第 1条関係） 



 １６ 

 
 

公 共 屋 外 広 告 物 届 出 書 
年   月   日 

 
三重県知事   宛て 
 

住  所 
届出者 氏  名         印 
（法人にあつてはその名称及び代表者氏名） 
担当者氏名 
及び電話番号     （     ） 

 
次のとおり三重県屋外広告物条例第 6条第 7項の規定により届け出ます。 

広告物の種類  表 示 の 内 容  

表 示 期 間   年   月   日 から      年   月   日 まで 

表 示 場 所  

広告物を掲げ 
 

る物件の種類 
 表 示 件 数  

緊 急 性 又 は 
 

公益性の内容 
 

添付書類 

1 付近見取図 

2 形状寸法及び構造を示した仕様書及び図面（はり紙の場合は、添付を省略することができます。） 

3 色彩及び意匠を示した図面 

 

（規格Ａ4） 

第 3号様式（第 1条関係） 



 １７ 

 
 

屋 外 広 告 物 継 続 許 可 申 請 書 
年   月   日 

 
三重県知事     宛て 
 

住  所 
申請者 氏  名         印 
（法人にあつてはその名称及び代表者氏名） 

 
次のとおり三重県屋外広告物条例第 10条第 3項の規定により申請します。 

既 許 可 
番 号 等 

年   月   日 
第     号 

許 可 期 間 
年   月   日から 
年   月   日まで 

表示（設置）場所  
条 例上の 
 

地 域区分 

□禁止地域等 
□許可地域等 
□広告物景観地区 
□広告物協定地区 

種 別 □ 自家用広告物  □ 管理広告物  □ 道標・案内図板  □ その他 

 種 類 
縦 
（ｍ） 

横 
（ｍ） 

高さ 
（ｍ） 

面数 
（面） 

数量 
（ ） 

面積 
（㎡） 

照明 主な表示内容 

1        □有 

2        □有 

3        □有 

4        □有 

広
告
物
の
種
類
・
大
き
さ
等 

5        □有 

 

継 続 表 示 
（設置）期間 

年    月    日 から 
年    月    日 まで 

変更（改造） 
の 概 要 

 

表示（設置）場所 
の 所 有 者 

住 所 
氏 名 

電話    （   ） 

広告物の管理者 
住 所 
氏 名 

電話    （   ） 

※ 許可番号      許可の条件（            ） 

許可の期限   年   月   日まで  許可手数料   円 

上記のとおり許可します。    （手数料算定面積：  ㎡） 

  年   月   日  三 重 県 知 事    印 

備考 1 □には、該当するものに∨印を記入してください。 

2 該当のない欄及び※欄には、記入しないでください。 

3 変更又は改造しようとするときは、その概要欄には規則で定める軽微な変更又は改造の場合の
み記入してください。それ以外の変更又は改造は、第5号様式により申請してください。 

（規格Ａ4） 

第 4号様式（第 1条関係） 



 １８ 

 
 

屋 外 広 告 物 変 更 等 許 可 申 請 書 
年   月   日 

三重県知事    宛て 
住  所 

申請者 氏  名         印 
（法人にあつてはその名称及び代表者氏名） 

 
次のとおり三重県屋外広告物条例第 12条第 1項の規定により申請します。 

既 許 可 
番 号 等 

年   月   日 
第     号 

許 可 期 間 
年   月   日から 
年   月   日まで 

表示（設置）場所 
（移転の場合は、 
その場所） 

 
条 例上の 
 

地 域区分 

□禁止地域等 
□許可地域等 
□広告物景観地区 
□広告物協定地区 

種 別 □ 自家用広告物  □ 管理広告物  □ 道標・案内図板  □ その他 

 種 類 
縦 
（ｍ） 

横 
（ｍ） 

高さ 
（ｍ） 

面数 
（面） 

数量 
（ ） 

面積 
（㎡） 

照明 主な表示内容 

1        □有 

2        □有 

3        □有 

4        □有 

広
告
物
の
種
類
・
大
き
さ
等 

5        □有 

 

その他変更事項 
及び変更の理由 

 

広告物の管理者 
住 所 
氏 名 電話    （   ） 

表示（設置）場所 
の 所 有 者 

住 所 
氏 名 電話    （   ） 

※ 許可番号      許可の条件（            ） 

許可の期限  年  月  日まで   許可手数料   円 

上記のとおり許可します。 

  年   月   日  三 重 県 知 事    印 

備考 1 □には、該当するものに∨印を記入してください。 
2 該当のない欄及び※欄には、記入しないでください。 
3 次の書類を添付してください。 
①付近見取図（移転の場合は、新・旧を明示してください。）、②全ての広告物の配置を示
した平面図（自家用広告物のみ）、③形状寸法及び構造を示した仕様書並びに図面、④色彩及
び意匠を示した図面、⑤広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場所が他人の所有又は管理
に属するときは、当該所有者又は管理者の承諾を得たことを証する書面（移転の場合のみ）、⑥
他の法令による許可等を要するものについては、その許可書等の写し（移転の場合のみ） 
ただし、移転のみの場合は、③及び④の添付を省略することができます。 

（規格Ａ4） 

第 5号様式（第 1条関係） 



 １９ 

 
 

屋 外 広 告 物 変 更 届 出 書 
 

年   月   日 
 
三重県知事   宛て 
 

住  所 
届出者 氏  名                      印  
（法人にあつてはその名称及び代表者氏名） 
       
□第  号 

次のとおり三重県屋外広告物条例第22条  □第  号  の規定により届け出ます。 
□第  号 

既 許 可 
 

番 号 等 

年   月   日 
 

第     号 
許 可期間 

年   月   日から 
 

年   月   日まで 

表示（設置）場所  

変 更 の 種 類 

□ 管理者の設置又は管理者の変更 

□ 権利の承継又は譲渡 

□ 氏名若しくは名称又は住所の変更 

変 更 後  

変 更 の 事 項 

変 更 前  

変 更 の 理 由 

 

備考 □には、該当するものに∨印を記入してください。 
（規格Ａ4） 

第 6号様式（第 1条関係） 

□第 1号 
□第 2号 
□第 3号 



 ２０ 

 
 

屋 外 広 告 物 除 却 （滅 失） 届 出 書 
年   月   日 

 
三重県知事   宛て 
 

住  所 
届出者 氏  名 
（法人にあつてはその名称及び代表者氏名） 

 
次のとおり三重県屋外広告物条例第 22条第 4号の規定により届け出ます。 

既 許 可 
 

番 号 等 

年   月   日 
 

第     号 
許 可 期 間 

年   月   日から 
 

年   月   日まで 

表示（設置）場所  

広 告 物 の 種 類  数 量  

表 示 内 容  

除却（滅失）理由  

（規格Ａ4） 

第 7号様式（第 1条関係） 



 ２１ 

第 8号様式（第 4条関係） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
第 10 号様式（第 11条関係） 
 
      

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
第 10 号様式の２（第 11条関係） 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



 ２２ 

 
 

広 告 物 協 定 認 定 申 請 書 

年   月   日 
三重県知事  宛て 
 
    申 請 者 住  所 
    （代表者） 氏  名         印 

（法人にあつてはその名称及び代表者氏名） 
       電  話     （     ） 
 
三重県屋外広告物条例第 9条第 1項の認定を受けたいので、次のとおり申請します。 

1 広 告 物 協 定 の 名 称  

2 協 定 締 結 者 数  

(1) 含まれる地域の名称  

(2) 面       積  

(3) 用 途 地 域  

3
 
協
 
定
 
地
 
区 (4) その他の区域、地域 
又は地区 

 

4 広告物に関する基準の概要  

5 協 定 の 有 効 期 間  

6 違反があつた場合の措置  

7 協定の変更又は廃止の手続  

 

※ 受付年月日 
 

年   月   日 

※ 認定年月日 
 

年   月   日 

※ 認定番号 
 

第      号 

備考 ※欄には記入しないでください。 
（規格Ａ4） 

第 9号様式（第 6条関係） 



 ２３ 

 
 

広 告 物 協 定 認 定 変 更 申 請 書 

年  月  日 
三重県知事  宛て 
 
    申 請 者 住  所 
    （代表者） 氏  名         印 

（法人にあつてはその名称及び代表者氏名） 
       電  話     （     ） 
 
広告物協定を変更したいので、三重県屋外広告物条例第 9条第 3項の規定により、次のとおり申請します。 

1 名        称  

2 認  定  番  号  

広 

告 

物 

協 

定 

3 認 定 年 月 日  

変    更    前 

 

変 
 

更 
 

事 
 

項 

変    更    後 

 

（規格Ａ4） 

第 9号様式の 2（第 6条の 2関係） 



 ２４ 

  
 

広 告 物 協 定 認 定 通 知 書 
 
 

年   月   日 
 
 

様 
 
 

三重県知事    印 
 
 
     年  月  日付けで申請のあつた広告物協定の認定については、三重県屋外広告物条例第 9条
第 4項の規定により、下記のとおり認定しましたので通知します。 
 

記 
 
1 広告物協定の名称 
 
 
 
 
 
 
2 認定番号 
 
 
 
 
 
 
3 認定年月日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（規格Ａ4） 

第 9号様式の 3（第 6条の 3関係） 



 ２５ 

 
 

広 告 物 協 定 変 更 認 定 通 知 書 
 
 

年   月   日 
 
 

様 
 
 

三重県知事    印 
 
 
     年  月  日付けで申請のあつた広告物協定の変更認定については、三重県屋外広告物条例 
第 9条第 4項の規定により、下記のとおり変更認定しましたので通知します。 
 

記 
 
1 広告物協定の名称 
 
 
 
 
 
 
2 当初認定番号 
 
 
 
 
 
 
3 変更認定年月日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（規格Ａ4） 

第 9号様式の 4（第 6条の 3関係） 



 ２６ 

 
 

広 告 物 協 定 廃 止 届 出 書 

年  月  日 
三重県知事  宛て 
 
    申 請 者 住  所 
    （代表者） 氏  名            印 

（法人にあつてはその名称及び代表者氏名） 
       電  話     （    ） 
 
 
 広告物協定を廃止しましたので、三重県屋外広告物条例第 9 条第 7 項の規定により、次のとおり届け出ま
す。 

1 名        称  

2 認  定  番  号  

広 
 

告 
 

物 
 

協 
 

定 

3 認 定 年 月 日  

（規格Ａ4） 

第 9号様式の 5（第 6条の 4関係） 



 ２７ 

  
 

広 告 物 協 定 認 定 取 消 通 知 書 
 
 

年   月   日 
 
 

様 
 
 

三重県知事    印 
 
 
下記の広告物協定は、三重県屋外広告物条例第 9 条第 8 項の規定により、認定を取り消しましたので通知
します。 
 

記 
 
1 広告物協定の名称 
 
 
 
 
 
2 認定番号及び認定年月日 
 
 
 
 
 
3 取消年月日 
 
 
 
 
 
4 取消理由 
 
 
 
 
 
 

（規格Ａ4） 

第 9号様式の 6（第 6条の 5関係） 



 ２８ 

 
 

屋外広告物（掲出物件）自己点検結果報告書 
 

年   月   日 
三重県知事   宛て 
 

住  所 
報告者 氏  名 
（法人にあつてはその名称及び代表者氏名） 

 
次のとおり三重県屋外広告物条例第 11条の規定により報告します。 
 
1 屋外広告物の概要 
 

(1) 既 許 可 番 号 等 年    月    日      第       号 

(2) 表示（設置）場所  

(3) 設 置 年 月 日 年    月    日 

 
2 点検結果 
 

点検日     年   月   日   
 

点   検   項   目 異常の有無 改  善  の  概  要 

(1) 取付（支持）部分の変形 

(2) 主要部材の変形又は腐食 

(3) ボルト、ビス等のさび 

(4) 表示面の汚染、変色又ははく離 

(5) 表示面の破損 

(6) その他必要な点検箇所 

 （   ） 

 （   ） 

 

有 ・ 無 

有 ・ 無 

有 ・ 無 

有 ・ 無 

有 ・ 無 

有 ・ 無 

 

 

備考 1 この報告書は、屋外広告物継続許可申請書に添えて提出してください。 
2 表示面積が１平方メートル以上の広告物について、提出してください。 

（規格Ａ4） 

第 9号様式の 7（第 9条関係） 



 ２９ 

 

第10号様式の3（第11条の4関係） 

 
 

受  領  書 
 

  年   月   日 
 
三重県知事     宛て 
 

                返還を受けた者 
                    住 所 
                  氏 名             ○印 
 

 次のとおり広告物又は掲出物件（若しくは現金）の返還を受けました。 

 
返還を受けた日 
 

 
 
 

 
返還を受けた場所 

 
 

 
名称又は種類 
 

 
 
 

 
数    量 
 

 
 
 

 
広  告  主 
 

 
 
 

 
返
還
を
受
け
た
広
告
物
等 

 
広 告 内 容 
 

 
 
 

（返還を受けた金額等）  

   （規格Ａ４） 



 ３０ 

第 11号様式（第 12条関係） 
 
 

立 入 検 査 員 身 分 証 明 書 
 

（表） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

第     号 
 

屋外広告物立入検査員証 
 
 
所  属 

 
職 氏 名 

 
上記の者は、三重県屋外広告物条例第 20 条第 1 項に規定する立
入検査員であることを証明します。 
 

年   月   日 
 

印 

 

三重県屋外広告物条例抜すい 
 

 （立入検査） 

第20条 知事は、この条例の規定を実施するため必要な限度において、広

告物を表示し、若しくは掲出物件を設置する者若しくはこれらを管理す

る者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその命じた者をして、広

告物若しくは掲出物件の存する土地若しくは建物に立ち入り、広告物若

しくは、掲出物件を検査させることができる。 

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携

帯し、これを関係人に提示しなければならない。  

６
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

 

8.5センチメートル 



 ３１ 

     

（表） 

屋 外 広 告 業 登 録 申 請 書 

年   月   日  

  三重県知事      宛て 

住 所 

氏 名                  ○印

（法人にあつてはその名称及び代表者氏名） 

 

屋外広告業者の登録を受けたいので、三重県屋外広告物条例第23条第  項の規定により、関係書類を

添えて、次のとおり申請します。 
 ※登録番号 三重県屋外広告業登録第   号 

 登録の種類 
 新規 

 更新  ※登録年月日         年     月   日 
  フ リ ガ ナ 

氏     名 

及 び 生 年 月 日 

法人にあつては名称、 

代表者の氏名及び代表

者の生年月日 

 

 

 

 

生年月日      年   月   日 

法人・個人の別  1 法人  2 個人 

住    所 
（法人にあつては所在地） 

 郵便番号（  －  ） 
 

            電話番号     （   ）   
営業所の名称 営業所の所在地（郵便番号） 電話番号 1 三重県の区域内

において営業を行
う営業所の名称及
び所在地 
 

  
 
 
 
 

 

所属営業所名 氏  名 摘  要 2 業務主任者の氏名
及び所属する営業
所の名称 
 

 

  
 
 
 
 

 

第12号様式（第13条関係） 



 ３２ 

（裏） 
 
職 

フリガナ 
氏     名 

3 法人である場合の

役員（業務を執行す

る社員、取締役、執

行役又はこれらに準

ずる者）の職氏名 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

フリガナ 

氏  名 

  

 

         生年月日   年  月  日 

4 未成年者である場
合の法定代理人の
氏名及び住所 

住  所 

 郵便番号（  －  ） 
 

          電話番号    （  ）   
登録を受けた地方公共
団体名 

登録年月日 登録番号 
5  他の地方公共団体
における登録番号 

   

 

三重県収入証紙はり付欄 

 

備考 1 ※印のある欄には初回登録の場合、記入しないでください。 
2 「新規 更新」及び「法人・個人の別」については、いずれか該当する方に丸印を付けてく
ださい。 

（規格Ａ4） 



 ３３ 

 
 

 
 

誓   約   書 

 

  

 登録申請者、その役員及び法定代理人は、三重県屋外広告物条例第24条の3第1項各号に該当しな

い者であることを誓約します。 

 

 

                          年  月  日 

                      申請者       ○印  

 

 

 三重県知事      宛て 

（規格Ａ4） 

第 12号様式の 2（第 13条関係） 



 ３４ 

 

 
□ 法人の役員 

          登録申請者   □本   人  の略歴書 
□法定代理人 

 

 現住所 

 郵便番号（  －  ） 

 

                  電話番号   （  ）   

  フ リ ガ ナ 

 氏      名 

  生年 

 月日 

 

 期   間 

 自 年月日 

 至 年月日 

 

職 務 内 容 又 は 業 務 内 容 

 

 

 略 

 

 

 歴 

  

 

  年 月 日 

 

 

行  政  処  分  等  の  内  容 

 行 

 政 

 処 

 分 

 等 

  

 

  上記のとおり相違ありません。 

 

        年  月  日 

 

                        氏名          ○印  

備考 1 □には、該当するものに∨印を記入してください。 
   2 「行政処分等」の欄には、屋外広告物法に基づく条例又はこれに基づく処分に違
反して罰金以上の刑に処せられた経歴又は屋外広告物法に基づく条例による処分
を受けた経歴について記入してください。 

                                  （規格Ａ4） 
 

第 12号様式の 3（第 13条関係） 



 ３５ 

 
 

 
第    号 

 
 

屋外広告業登録通知書 
 
 
 

住 所 
 

氏 名 
 
 
 
三重県屋外広告物条例第24条の2第1項の規定により屋外広告業者登録簿に登録しましたので、
同条第 2項の規定により通知します。 

 

登録番号 

 

三重県屋外広告業登録第      号 

 

登録の有効期間 

 

     年   月   日から   年   月   日まで 

 

 営業所名 

 

 

業務主任者の氏名 

 

 
 
年  月  日 

 
 
 

三 重 県 知 事         印 
 
 
 
 

（規格Ａ4） 

第 13号様式（第 13条の 2関係） 



 ３６ 

 
 

屋 外 広 告 業 登 録 事 項 変 更 届 出 書 

年  月  日  

  三重県知事     宛て 

住 所 

氏 名                       ○印 

（法人にあつてはその名称及び代表者氏名） 

三重県屋外広告物条例第24条の4第1項の規定により、次のとおり届け出ます。 

 登録番号 
三重県屋外広告業登録第   号 

 登録年月日 
        年     月   日 

    フ リ ガ ナ 

氏     名 

及び生年月日  

法人にあつては名称 、

代表者の氏名及び代表

者の生年月日 

 

 

 

 

生年月日      年   月   日 

法人・個人の別  1 法人  2 個人 

住    所 
（法人にあつては所在地） 

 郵便番号（  －  ） 
 

            電話番号    （   ）   

変更に係る事項 変更前 変更後 変更年月日 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

備考 「法人・個人の別」については、いずれか該当する方に丸印を付けてください。 
（規格Ａ4） 

 

第 14号様式（第 14条関係） 



 ３７ 

 

 

屋 外 広 告 業 廃 業 等 届 出 書 

年 月 日 

三重県県知事     宛て 

住 所 

氏 名                  ○印 

（法人にあつてはその名称及び代表者氏名） 

  

三重県屋外広告物条例第24条の6第1項の規定により、次のとおり届け出ます。 

 登録番号 
三重県屋外広告業登録第   号 

 登録年月日 
        年     月   日 

    フ リ ガ ナ 

氏     名 

法人にあつては名称及

び代表者の氏名 

 

 

 

法人・個人の別  1 法人  2 個人 

住    所 
（法人にあつては所在地） 

 郵便番号（  －  ） 
 

            電話番号    （   ）   

届出の理由 
1 死亡   2 合併による消滅   3 破産 
4 解散   5 廃止 

届出理由の生じた日 

 
 
 

屋外広告業者と 

届出人との関係 

 
1 相続人  2 元代表役員  3 破産管財人 
4 清算人  5 本人 

備考 「法人・個人の別」、「届出の理由」及び「屋外広告業者と本人との関係」については、該当するもの
に丸印を付けてください。  
                                           （規格Ａ4） 
 

第14号様式の2（第15条関係） 



 ３８ 

 
 

屋外広告物講習会受講申込書 
 

年   月   日 
 
 

 
 

写   真 
 

（縦 4cm×横 3cm） 
 

6 月以内に 
撮影されたもの 
 

 
三重県知事  宛て 
 

住 所 
 

（ふりがな） 

受講申込者 氏 名 
 

年   月   日生 
 

電話番号    （  ） 
 

三重県屋外広告物条例第 25条第 1項の規定による講習会を受講したいので次のとおり申し込みます。 

名 称 及 び 
代 表 者 氏 名 

 

勤 務 先 

所 在 地 

電話    （   ） 

資          格 取得年月日 資格書の番号 

イ 建築士法第 2 条第 1 項に規定する建築士の
資格を有する者 

  

ロ 電気工事士法第 3 条に規定する電気工事士
の資格を有する者 

  

ハ 電気事業法第 44条第１項に規定する 
第 1種電気主任技術者免状 
第 2種 〃     を有する者 
第 3種 〃 

  

「屋外広告物
の施工に関す
る事項」を免除
する資格 

ニ 職業能力開発促進法に基づく職業訓練指導
員免許所持者、技能検定合格者又は職業訓練修
了者であつて帆布製品製造取付けに係る者 

  

備考 該当する事項のみ記入してください。 
（規格Ａ4） 

 
 
証 紙 

第 15号様式（第 19条関係） 



 ３９ 

 

屋 外 広 告 物 講 習 会 受 講 票 
 

※受講番号  氏 名 
年   月   日生 

※講習期日 
及 び 時 間 

 ※ 会 場  

※ 
 
屋外広告物に関する法令 

※ 
屋外広告物の表示の方法
に関する事項 

※ 
屋外広告物の施工に関す
る事項 講 習 科 目 

 
及 び 承 認 

   

備考 1 1 講習科目修了毎に係印の承認を受けてください。 
2 1 講習科目でも承認印のない場合は、修了証書を交付しません。 
3 受講票は、当日必ず持参してください。 
4 ※欄には、記入しないでください。 

（規格Ａ5） 

第 16号様式（第 19条関係） 



 ４０ 

 
 

第    号 
 
 

修 了 証 書 
 
 
 

住 所 
 
 
氏 名    様 

 
 
上記の者は、三重県屋外広告物講習会を修了したことを証します。 
 
 
 
 

年  月  日 
 
 
 
 
 
 

三 重 県 知 事         印 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（規格Ａ４） 
 

第 17号様式（第 20条関係） 



 ４１ 

 
 

資格認定申請書 
 

年   月   日 
 
 
三重県知事  宛て 
 

住    所 
 
（ふりがな） 

申請者 氏    名 
 

（電  話） 
 
 次のとおり三重県屋外広告物条例第26条第1項第4号に定める資格を受けたいので関係書類を添えて申請
します。 

生 年 月 日      年    月    日 （満    歳） 性 別 男  女 

現 住 所  

名 称  
（ふりがな） 

代表者氏名  勤務先の名称及
び代表者氏名並
びに所在地 

所在地  

実 務 経 験 年 数  満  年 

（規格Ａ４） 
備考 講習会修了者と同等以上の知識及び能力を有することを証明する書類を添付すること。 
 

写   真 
 
（４cm×５cm） 

第 18号様式（第 23条関係） 



 ４２ 

 
 

第    号 
 
 

資 格 認 定 書 
 
 
 

住 所 
 
 
氏 名    様 

 
 
上記の者は、三重県屋外広告物条例第 26条第 1項の規定による講習会を修了した者とと
同等以上の知識を有する者と認定します。 
 
 
 
 
年  月  日 

 
 
 
 
 
 

三 重 県 知 事         印 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（規格Ａ４） 

第 19号様式（第 23条関係） 



 ４３ 

 
 

 屋外広告業標識 
 

←         40センチメートル以上          →   
   
 

屋 外 広 告 業 者 登 録 票 
 

商 号 、 名 称 又 は 氏 名 

 

 

法 人 に あ つ て は 、 

そ の 代 表 者 の 氏 名 

 

 

登   録   番   号 

 

三重県屋外広告業登録第      号 

 

登  録  年  月  日 

 

     年   月   日 

 

 

営 業 所 の 名 称 及 び 

業 務 主 任 者 の 氏 名 

 

 
 
 
 

↑ 
 
 
 
35 
セ 
ン 
チ 
メ 
｜ 
ト 
ル 
以 
上 
 
 
 
↓ 
 

 
 
 
 
 
 

第 20号様式（第 24条関係） 



 ４４ 

 
 

 

 

 注文者の氏名又は名称 

 

 

 注文者の住所 

 

   

 

           電話番号   （  ）   

 

 広告物の表示又は掲出物件の 

 設置の場所 

 

 表示した広告物又は設置し 

 た掲出物件 

名称又 

は種類 

  

数量 

 

 

 当該表示又は設置の年月日 

 

         年    月   日 

 

 請負金額 

 

 
（規格Ａ5） 

 
 
 

第 21号様式（第 25条関係） 



 ４５ 

 
 

 

立 入 検 査 員 身 分 証 明 書 
 

（表） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

第     号 
 

屋外広告物立入検査員証 
 
 
所  属 

 
職 氏 名 

 
上記の者は、三重県屋外広告物条例第 27 条の 4 第 1 項に規定す
る立入検査員であることを証明します。 
 

年   月   日 
 

印 

 

三重県屋外広告物条例抜すい 
 

 （立入検査） 

第27条の4 知事は、三重県の区域内で屋外広告業を営む者に対して、特

に必要があると認めるときは、その営業につき、必要な報告をさせ、又

はその職員をして営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳

簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることがで

きる。 

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携

帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。  

6
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

 

8.5センチメートル 

第 22号様式（第 27条関係） 


